
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

・個人経営の農業者の耕作面積が、32.2ha存在することから農地を適正に維持管理するため、新たな農地の受け
　手の確保に継続して取り組むとともに、更に集落営農組織と認定農業者等中心経営体へ農地の集積及び集約
　を行っていく必要がある。
・大正時代に整備した区画の小さな田んぼが多く、生産基盤の強化や将来の地域農業の担い手の確保等、地域
　ぐるみでの取り組み体制の強化が必要である。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・平尾地区では、平成29年3月に法人化された（農）□□□□を中心とし、認定農業者である■■■■氏、繁殖牛
農家
　の○○○○氏と共に地域の農業を支えていく。
・綾戸地区では、平成30年9月に集落営農組織である☆☆☆☆を立ち上げられたことから、新たな地域の中心
　として農地を集積、集約していく。
・荒廃農地の発生を防ぐため、農地中間管理機構を利用した担い手への農地の集積、集約に取り組んでいくとも
　に、個人で農業経営を行っている農業者は高齢化が進んでいるため、徐々に営農組織へ集積を図っていく。
・今後も農業の担い手不足が心配されることから、集落営農組織間の連携による機械の購入や維持費の軽減、
　高収益作物の生産等による収益の確保、後継者の発掘及び育成に力を入れて取り組んでいく。
・（有）△△△△が養蜂業を行っており、ハチミツを利用した6次産業化をさらに推進していく。

③地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 6.7ha

垂井町 垂井東地区（綾戸集落、平尾集落） 平成24年12月 令和3年3月

①地区内の耕地面積 66.8ha

【東】

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

②-1　アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 66.8ha

②-2　うち中心経営体以外の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 32.2ha



（参考）　中心経営体
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計 ha ha

拠点：東地区

6人 51.7 67.5   

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

認農 ㈲△△△△
養蜂（はち
みつ）

12,000 
養蜂（はち
みつ）

20,000 

飼料用作物 1.6 飼料用作物 1.6    

平尾集落認農 ■■■■
水稲、小
麦、野菜

3.6
水稲、小
麦、野菜

3.9    

到達 ○○○○

繁殖牛

認農法 （農）□□□□
水稲、麦、
大豆、飼料
用米

39
水稲、麦、
大豆、飼料
用米、野菜

50.0   

1 繁殖牛 1

集 ☆☆☆☆
水稲、麦、
大豆

6.9
水稲、麦、
大豆

11.0   

綾戸集落

到達 ★★★★ 水稲、野菜 0.6 水稲、野菜 1.0    

属性
農業者

（氏名・名称）

現状
今後の農地の引受けの意向

目標年度：令和4年

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積
農業を営む範
囲



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

（参考）　農地の貸付け等の意向
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合計 66,884          

平尾字大浦 3,033            
平尾字國郷 11,454          

平尾字小房師 12,559          
平尾字神野道 7,592            

平尾字丸山 2,571            
平尾字堅田 10,905          

平尾字屋敷 2,171            
平尾字割出 11,736          

綾戸字東浦 3,016            
綾戸字不破ノ初 1,847            

（農地中間管理機構の活用方針）
　将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかかわらず、原則として、農地を機構に
　貸し付けていく。
　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農地
　の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、　機構を通じて中心経営体への貸付
　けを進めていく。

（基盤整備への取組方針）
　農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、平尾集落において基盤整備に取り組む。

（高収益作物の導入方針）
　米、麦等の土地利用型作物以外に、高収益作物の生産に取り組む。

（鳥獣被害防止対策の取組方針）
　東地区推進会議による有害鳥獣の侵入防止柵づくりや捕獲隊と連携した有害鳥獣捕獲にかかる連絡体制の
　構築等に取り組む。

農地の所在（地番）
貸付け等の区分（㎡）

貸付け 作業委託 売渡

（農地の貸付け等の意向）
　貸付け等の意向が確認された農地は、103筆、66,884㎡となっている。


